
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

１５３ Ｍａｃ－２結合蛋白糖鎖修飾異性体等の算定間隔について 

 

《令和６年５月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

次の検査の算定は、原則として３か月に１回認められる。 

⑴ Ｄ007「36」Ⅳ型コラーゲン 

⑵ Ｄ007「37」プロコラーゲン－Ⅲ－ペプチド（Ｐ－Ⅲ－Ｐ） 

⑶ Ｄ007「40」Ⅳ型コラーゲン・７Ｓ 

⑷ Ｄ007「43」ヒアルロン酸 

⑸ Ｄ007「48」Ｍａｃ－２結合蛋白糖鎖修飾異性体 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

Ⅳ型コラーゲン、プロコラーゲン－Ⅲ－ペプチド（Ｐ－Ⅲ－Ｐ）、Ⅳ型コラ

ーゲン・７Ｓ、ヒアルロン酸、Ｍａｃ－２結合蛋白糖鎖修飾異性体は、いずれ

も肝の線維化を反映するマーカーであり、肝の線維化の評価に有用である。評

価の間隔としては、病状が安定した慢性肝疾患の経過観察期間を考慮し、通常

３か月に１回が妥当なものと考えられる。 

以上のことから、これら検査の算定は、原則として３か月に１回認められる

と判断した。 
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